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規

則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

橋

隆

紀

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
六
四

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
警
察
本
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
察
本
部

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

一
種

財
務
局
長

二
種

組
織
犯
罪
対
策
局
長

運
転
免
許
本
部
長

方
面
本
部
長

参
事

参
事
官

理
事
官

警
察
学
校
長

警
察
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大
宮
、

大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝
霞
、

新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入
間
、

所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、
秩
父
、

熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、
春
日
部
、
越
谷
、

久
喜
、
吉
川
）

警
察
本
部
の
課
（
室
・
所
・
隊
）
長

三
種

監
察
官

聴
聞
官

管
理
官

訟
務
官

主
席
師
範



総
括
調
査
官

市
警
察
部
副
部
長

市
警
察
部
の
課
長

方
面
本
部
副
本
部
長

警
察
学
校
副
校
長

警
察
署
長

警
察
署
副
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、

大
宮
、
大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝
霞
、

新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入
間
、

所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、
秩
父
、

熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、
春
日
部
、
越
谷
、
久
喜
、

吉
川
）

主
席
調
査
官
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

四
種

る
。
）

主
席
指
導
官

主
席
専
門
官

公
安
委
員
会
室
長

取
調
べ
監
督
室
長

け
い
さ
つ
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

音
楽
隊
長

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
長

照
会
セ
ン
タ
ー
所
長

留
置
セ
ン
タ
ー
所
長

監
査
室
長

装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長

採
用
セ
ン
タ
ー
所
長

犯
罪
被
害
者
支
援
室
長

企
画
調
整
室
長

現
任
教
養
推
進
室
長

生
活
安
全
指
導
室
長

地
域
安
全
対
策
推
進
室
長

生
活
安
全
特
別
捜
査
隊
長

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長

環
境
犯
罪
対
策
室
長



地
域
指
導
室
長

航
空
隊
長

刑
事
指
導
室
長

捜
査
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

検
視
調
査
室
長

特
殊
詐
欺
捜
査
室
長

法
医
鑑
定
室
長

暴
力
団
排
除
対
策
室
長

交
通
安
全
対
策
推
進
室
長

放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
所
長

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
所
長

外
事
特
別
捜
査
隊
長

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
長

次
席
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

特
別
機
動
警
察
隊
長

初
任
教
養
部
長

警
察
署
副
署
長

次
席

五
種

副
隊
長

術
科
教
養
部
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。



規 
 

則 

 
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
二
七 

 
 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
四
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
中
「
公
益
社
団
法
人
全
国
競
輪
施
行
者
協
議
会
」
を
削
り
、
「
公
益
社
団
法
人
日
本 

下
水
道
協
会
」
を
「
公
益
社
団
法
人
日
本
下
水
道
協
会  

下
水
道
協
会
」
を
「
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
」 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

下
水
道
協
会
」
を 

に
改
め
る
。 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/ 

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ン
サ
ー
ズ
ネ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

松
下 

公
彦 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
朝
霞
市
溝
沼
二
丁
目
五
番
二
十
五
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
子
ど
も
に
対
し
、
子
ど
も
大
学
を
中
心
と
し
た
教
育
事
業
を
行
い
、 

 

地
域
教
育
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民

生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.

saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
久
喜
囲
碁
ま
つ
り 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

羽
柴 

善
安 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
南
三
丁
目
三
番
二
十
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
に
囲
碁
大
会
及
び
親
子
囲
碁
教
室
等
を
開
催
し
、

日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
囲
碁
の
継
承
、
普
及
及
び
囲
碁
を
通
し
て
青
少
年
の
健
全
育
成
及

び
市
民
の
生
涯
学
習
の
促
進
並
び
に
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
七
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

太
陽
毛
絲
紡
績
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
五
丁
目
五
番
十
六
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ユ
ニ
リ
ビ
ン
グ 

代
表
取
締
役 
橋
本 

学 

 
 

 
 

 

千
葉
県
浦
安
市
入
船
一
丁
目
五
番
二
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ユ
ニ
リ
ビ
ン
グ 

代
表
取
締
役 

橋
本 
学 

       
 

 
 

 

千
葉
県
松
戸
市
牧
の
原
二
番
地
の
三
十
八 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
八
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
本
庄
東
店 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
鵜
森
字
富
士
二
百
五
十
五 

外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品 

代
表
取
締
役 

河
内
伸
二 

 
 

 
 

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品 

代
表
取
締
役 

河
内
伸
二 

 
 

 
 

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
四
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
五
百
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
一
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

七
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

十
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
九
号



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
上
尾
店 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
十
七
号 

外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機 

代
表
取
締
役 

山
田
昇 

 
 

 
 

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機 

代
表
取
締
役 

山
田
昇 

 
 

 
 

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

四
千
九
百
七
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
二
八
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
二
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
七
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
号



 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

争
議
行
為
を
行
う
労
働
組
合 

 
 

別
表
に
掲
げ
る
労
働
組
合 

二 

事
件 

 
 

大
幅
な
賃
金
引
上
げ
等
の
件 

三 

日
時 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
午
前
零
時
か
ら
問
題
解
決
に
至
る
ま
で
の
期
間 

四 

場
所 

 
 

別
表
に
掲
げ
る
労
働
組
合
の
組
合
員
が
従
事
す
る
全
職
場
又
は
一
部
の
職
場 

五 

概
要 

 
 

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
中
の
重
症
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
全
て
の
組
合 

 

員
又
は
一
部
の
組
合
員
に
よ
る
全
て
の
争
議
行
為
を
行
う
。 

 

別 

表 

  

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
協
同
病

院
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
生
協
本

部
支
部 

労
働
組
合
名 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

執
行
委
員
長

等
名 

埼
玉
協
同
病
院 

医
療
生
協
さ
い

た
ま 

組
合
員
が
従
事

す
る
職
場 

埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

十
七 

埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

十
七 

所 

在 

地 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号



 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
秩
父
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
行
田
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
熊
谷
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
か
す
か

べ
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
お
お
み

や
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
浦
和
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
さ
い
わ

い
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
川
口
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
み
ぬ
ま

支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
歯
科
診

療
所
支
部 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 
保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

秩
父
生
協
病
院 

行
田
協
立
診
療

所 熊
谷
生
協
病
院 

か
す
か
べ
診
療

所 お
お
み
や
診
療

所 浦
和
民
主
診
療

所 さ
い
わ
い
診
療

所 川
口
診
療
所 

介
護
老
人
保
健

施
設
み
ぬ
ま 

生
協
歯
科
診
療

所 

埼
玉
県
秩
父
市
阿
保
町
一
―
十

一 埼
玉
県
行
田
市
本
丸
十
八
―
三 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
三
千
八
百

五
十
四 

埼
玉
県
春
日
部
市
谷
原
二
―
四

―
十
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
指
扇

千
百
十
―
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北

浦
和
五
―
十
―
七 

埼
玉
県
川
口
市
中
青
木
四
―
一

―
二
十 

埼
玉
県
川
口
市
仲
町
一
―
三
十

六 埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

四
十
七 

埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

十
七 



 

東
松
山
病
院
労
働
組

合 

  

共
立
医
療
会
労
働
組

合 南
埼
玉
病
院
労
働
組

合 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
大
井
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
朝
霞
歯

科
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
さ
ん
と

め
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
所
沢
診

療
所
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
西
協
同

支
部 

和
田 

一
己 

  

秋
山 

米
子 

 

成
田 

一
樹 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 
保
土
田 

毅 

保
土
田 

毅 

東
松
山
病
院 

さ
く
ら
お
と
な

こ
ど
も
診
療
所 

吹
上
共
立
診
療

所 北
本
共
立
診
療

所 南
埼
玉
病
院 

大
井
協
同
診
療

所 あ
さ
か
虹
の
歯

科 介
護
老
人
保
健

施
設
さ
ん
と
め 

所
沢
診
療
所 

埼
玉
西
協
同
病

院 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
大
谷
四

千
百
六
十
―
二 

埼
玉
県
北
本
市
北
本
団
地
一
―

二
十
七
―
百
二 

埼
玉
県
鴻
巣
市
吹
上
富
士
見
三

―
一
―
十
九 

埼
玉
県
北
本
市
中
丸
五
―
六
―

八 埼
玉
県
越
谷
市
増
森
二
百
五
十

二 埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
ふ
じ
み
野

一
―
一
―
十
五 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
七
百
二
十

四
―
二 

埼
玉
県
所
沢
市
中
富
千
六
百
十

七 埼
玉
県
所
沢
市
宮
本
町
二
―
二

十
三
―
二
十
四 

埼
玉
県
所
沢
市
中
富
千
八
百
六

十
五 



告 
 

示 

 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

           

久
保
田 

正
義 

川
島 

栄
一 

奥
澤 

和
明 

大
越 

君
雄 

一
ノ
瀬 

キ
ヨ
子 

石
合 

武
彦 

イ
オ
ン
ア
グ
リ
創

造
株
式
会
社 

秋
山 

元
治 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
四
百
四
十

七
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

発
戸
百
十
一
番
地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
十
八
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
六
百
六
十

番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
二
千
四
十
八
番

地 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
二
千
二
百
九
十

六
番
地 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜

区
中
瀬
一
丁
目
五
番

一
号 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
二
千
二
百
六
十

二
番
地 住 

 
 

所 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
本
村
六

十
八
番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

発
戸
字
漆
畑
千
三
百

一
番
一
ほ
か
十
八
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
本
村
七

十
一
番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
宝
蔵
寺

六
百
九
十
六
番
ほ
か

三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
字
谷
ケ
浦
二
千

八
十
六
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
字
四
郎
平
前
千

八
百
四
十
六
番
一
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

藤
井
上
組
字
大
房
五

百
七
十
一
番
ほ
か
八

十
五
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
字
町
田
千
八
百

十
番
一
ほ
か
二
筆 

所 

在 

地 
賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

三
、
四
六
六 

八
、
七
三
七 

四
、
八
一
四 

四
、
六
五
二 

一
、
九
二
九 

三
、
五
一
七 

七
一
、
九
七
五 

三
、
一
七
九 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号



 

              

飯
野 

泰
司 

山
下 

正
夫 

新
島 

武
男 

新
島 

勝
利 

長
澤 

和
枝 

関
根 

宏
次 

杉
﨑 

行
央 

小
池 

貴
史 

平
井 

煌
一 

田
埜
入 

茂 

高
田 

保 

関
根 

茂 

小
林 
容
彰 

栗
原 

光
由 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
七
百

十
九
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
二
千

百
二
十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
四

百
八
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
四

百
七
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
二
百

六
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
三
百

二
十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
五
百

二
十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
五

百
二
十
八
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

下
村
君
二
千
二
百
七

十
二
番
地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

常
木
二
百
十
八
番
地

一 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

小
須
賀
九
百
五
十
二

番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
百
二
十
四
番

地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

稲
子
千
二
百
二
十
八

番
地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
二
百
八
十

番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
御
社

七
十
二
番
一
ほ
か
百

四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
九
番

ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
八
十

番
ほ
か
二
十
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
百
九

十
五
番
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
二

ノ
耕
地
三
百
二
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
十
二

番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
二
十

四
番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
百
三

十
六
番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

下
村
君
字
砂
田
千
三

百
九
十
三
番
ほ
か
二

十
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

堤
字
鍋
田
千
百
六
十

番
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
川
俣
字
道
畑
二
十

五
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
分
三
百

二
十
四
番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

本
川
俣
字
下
宿
四
百

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
下
ケ
谷

戸
三
百
二
十
九
番
一

ほ
か
二
筆 

一
〇
七
、
四
四
五 

二
三
、
二
四
八 

八
七
、
二
九
〇 

三
二
、
〇
六
二 

一
、
五
〇
四 

三
二
、
二
四
九 

二
一
、
八
四
六 

九
、
九
二
九 

一
七
、
八
三
一 

六
、
五
一
〇 

五
、
三
五
三 

七
、
四
〇
〇 

九
、
七
九
三 

五
、
〇
〇
九 



二 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

          

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

中
兼 

俊
徳 

田
村 

勝 

清
水 

啓
司 

清
水 

和
彦 

黒
沢 

利
光 

菅
野 

亜
希 

金
井 

恒
康 

笠
原 
嘉
光 

逸
見 

徳
彦 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲

田
の
杜
一
丁
目
十
四

番
一
号 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
四
百

四
十
七
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
百
五
十

七
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
木
部
八
十
七

番
地
四 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
千
七
百

六
十
八
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
百
二
十

三
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
白
石
二
千
七

百
四
十
六
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
三
百

五
十
四
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
三
百

九
十
三
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
沼
上
二
百
七

十
四
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
落
ケ

谷
戸
八
十
七
番
ほ
か

百
三
十
六
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
雨
坪

池
三
百
六
十
五
番
三

ほ
か
八
十
四
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
中
下

百
七
十
七
番
一
ほ
か

二
十
三
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
池
下

七
百
五
十
七
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
新
堀

九
百
一
番
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
下
池

下
二
百
五
十
九
番
ほ

か
十
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
市
場

二
十
八
番
一
ほ
か
七

筆 埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
下
池

下
二
百
二
十
八
番
ほ

か
五
十
四
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
下
池

下
二
百
八
十
三
番
ほ

か
十
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
豆
口

七
百
八
十
七
番
ほ
か

十
六
筆 

一
九
七
、
五
五
四 

一
一
五
、
八
八
九 

三
二
、
六
四
九 

五
、
〇
二
六 

一
三
、
五
〇
一 

二
五
、
九
三
〇 

六
、
七
五
三 

九
二
、
三
八
四 

一
九
、
三
四
四 

二
三
、
〇
八
六 



五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
、

写
真
地
図
作
成
）
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
十
六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
羽
生
市

か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
数
値
図
化
）
は
、

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通

知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
」
修
正
測
量
及
び 

 
 

「
国
土
広
域
情
報
」
修
正
測
量
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
内
全
域 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
東
松
山
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

東
松
山
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

東
松
山
市
神
明
町
二
丁
目
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

宮
代
町
道
仏
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
四
年
二
月
十
二
日
か
ら 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
宮
代
二
丁
目
、
宮
代
三
丁
目
及
び
字
道
佛
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
四
百
十
五
番
地
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
四
年
二
月
十
二
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
六
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
五
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
狢
字
前
谷
三
百
八
十
五
番
三
、
三
百
八
十
六
番
三
、
三
百
九 

 
 

十
番
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
松
ヶ
丘
三
丁
目
十
九
番
十
七
号 

ル
・
パ
テ
ィ
オ
三
番
館
二
〇
二
号 

 
 

福
島 

匠
、
福
島 

恵
美
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
六
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
四
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
田
甲
字
原
八
百
八
十
四
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
田
甲
四
百
六
十
五
番
地 

 
 

新
巻 

毅 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
一
七
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
五
日 

 
 

越
建
セ
第
五
〇
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
東
粂
原
字
大
崎
二
百
七
十
五
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
緑
一
丁
目
九
―
七 

プ
チ
パ
ト
リ
ー
一
〇
一
号
室 

 
 

大
澤 

望 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
二
号 

  

平
成
二
十
七
年
三
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十

四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
一
八
、
三
二
四
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
三
九
、
五
二
一
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
五
、
六
四
七
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
四
四
、
〇
三
九
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
四
四
三
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
五
二
二
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
一
、
〇
八
八
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
一
二
一
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
、
四
四
四
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
四
九
九
人 



 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
一
、
〇
九
八
人 

 
南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
七
、
六
一
五
人 

 
南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
九
三
七
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
三
七
一
人 

 

南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
三
、
一
五
一
人 

 

南
第
十
四
区 
桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
、
六
三
八
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
〇
六
一
人 

 

南
第
十
六
区 

鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
、
七
七
四
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
七
九
三
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
八
一
九
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
四
五
八
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
九
三
二
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
五
、
四
六
六
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
一
、
二
三
二
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
三
、
八
六
三
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
七
九
八
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
四
七
九
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
六
九
四
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
一
〇
八
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
九
、
三
九
五
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
四
、
四
三
三
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
五
七
三
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
五
六
二
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
二
四
九
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ケ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
、
九
八
八
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
〇
六
八
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
二
、
三
八
一
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
、
一
三
九
人 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長
�
町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

一
一
、
九
一
一
人 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
三
、
三
八
七
人 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
一
二
二
人 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
五
、
〇
六
〇
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
一
七
四
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
一
八
四
人 



 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
四
七
二
人 

 
東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
六
六
五
人 

 
東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
四
四
一
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
四
四
四
人 

 

東
第
七
区 
春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
五
、
四
五
八
人 

 

東
第
八
区 
越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
九
、
六
五
四
人 

 

東
第
九
区 

八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
六
七
三
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
九
七
一
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
五
五
八
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
、
三
一
三
人 


